
令和５年度 第１６回 直江津区地域協議会 

次 第 

 

日時：令和６年３月１９日（火）17:30 – 18:30 

会場：レインボーセンター 第三会議室 

 

 

１ 開  会                          17:30 – 17:32 

 

 

２ 会長あいさつ                        17:32 – 17:35 

 

 

３ 議 題                           17:35 – 18:25 

 

【協議事項】 

・次期委員への引継事項について 

 

 

 

 

４ その他                           18:25 – 18:30   

 

 

５ 閉  会 



 

 

直江津区地域協議会 次期委員への引継事項 

 

 

１ 地域活性化の方向性 

  〇キャッチコピー 

人とひとを、人とまちをつなぎ、住み働く人が輝き、  

訪れる人を魅了するまち「なおえつ」 

  〇構成要素 

① 支え合い、生き生きと暮らせるまち・直江津 

② 安心安全、快適で開かれたまち・直江津 

③ 誰もが活躍できるまち・直江津 

④ 魅力と活力があふれるまち・直江津 

⑤ 次代を担うひとを育むまち・直江津 

   

 

２ 自主的審議事項 

（１）直江津まちづくり構想について 

  ・「地域活性化の方向性」の実現に向けて、構成要素の深掘りや課題解決に

向けた審議、具体的な取組に向けた協議等を進めていく 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

 

（２）地域ぐるみの防災活動の推進について 

・令和６年能登半島地震に係る市の検証結果を確認し、関係団体との協議 

を継続していく 

・ 

・ 

・ 

 

 

３ その他引継事項 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

【資料№１】 



第 4期直江津区地域協議会 取組概要 
【参考資料】 

 1 活動概要                                                                
  

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 計 

地域協議会の開催状況 14 回 16 回 14 回 16 回 60 回 

地域との意見交換会 4 回 1 回 － 3 回 8 回 

地域協議会だよりの発行 5 回 5 回 3 回 4 回 17 回 

 

 

 ２ 諮問・答申                                                               
＜令和 2年度＞ 

諮問事項 新上越斎場の設置について 
直江津区の小学校の統合に

ついて 

なおえつ保育園の廃止につ

いて 

答申 地域住民の生活に支障なし（附帯意見なし） 

＜令和 3年度＞ 

諮問事項 市民いこいの家の温浴機能の廃止及びその後の利活用について 

答申 

地域住民の生活に支障あり 

（理由） 

 当該施設における温浴機能の廃止及びその後の利活用については、公の施設の適正配置

計画を進める中で、民間事業者の整備状況や次世代への負担軽減などの趣旨から諮問され

た市の方針に理解を示す委員もいたものの、当地域協議会で「地域住民の生活への支障」

の有無について採決した結果、同数となり、最終的に会長の決するところにより「地域住

民の生活に支障あり」とした。 

「地域住民の生活に支障あり」とした理由としては、利便性の面に関して「近くで利用し

ているので、民間だとバスで行く必要がある」「民間の利用料は高いので、公の施設である

いこいの家の温浴機能を残してほしい」のほか、地域住民への周知の面からは「回覧によ

る周知が２町内会だけである。十分な説明とは言えない」とするもの。 

＜令和 4年度＞ 

諮問事項 
新市建設計画の変更につい

て 

市民いこいの家の温浴機能

の廃止及びその後の利活用

について 

上越市庭球コートの廃止に

ついて 

答申 
地域住民の生活に支障なし 

（附帯意見なし） 

地域住民の生活に支障なし 

（附帯意見） 

温浴機能廃止後の利活用に

ついて、趣味活動の利用者

だけでなく、広く市民の方

が使える施設となるよう配

慮すること 

地域住民の生活に支障なし 

（附帯意見） 

土地所有者との協議につい

て、双方が納得する形で進

めること 

＜令和 5年度＞ 

諮問事項 
市民いこいの家の利用時間

及び休館日の変更について 

三の輪台いこいの広場の廃

止について 

上越斎場の管理の在り方に

ついて 

答申 地域住民の生活に支障なし（附帯意見なし） 

 ３ 地域活性化の方向性                                                        
 

地域協議会が、地域の活力向上に向けた議論を進めるうえで、特に重視したいこと、大切にしたいこと

を「地域活性化の方向性」として令和 5 年 7 月 25 日、作成 

 

＜キャッチコピー＞ 

人とひとを、人とまちをつなぎ、住み働く人が輝き、 
訪れる人を魅了するまち「なおえつ」 

＜構成要素＞ 

①支え合い、生き生きと暮らせるまち・直江津 

②安心安全、快適で開かれたまち・直江津 

③誰もが活躍できるまち・直江津 

④魅力と活力があふれるまち・直江津 

⑤次代を担うひとを育むまち・直江津 

 

 

 ４ 自主的審議事項                                                           
 

① 直江津まちづくり構想について 

内容 

直江津のまちづくりについて、駅前のにぎわい創出、駅前と商店街の活性化、朝

市や歴史的建造物の観光ＰＲ、駐車場不足の問題、地域に暮らす人々の生活面の充

実など、直江津が抱える様々な課題を総合的に検討するもの 

第４期の審議状況 

・町内会長や地域住民と実施した意見交換会での意見等を参考にしながら協議会

において課題を抽出（五智公園、福島城、三八市） 

・現地視察や関係団体等との意見交換を実施 

  現地視察…令和２年度：五智公園、屋台会館等 

      令和３年度：福島城資料館、三八市等 

  意見交換…令和３年度：三八朝市周辺まちづくり協議会 

       令和４年度：福島城を愛する会      

・審議の参考とするため、まちなか居住推進事業の取組状況、五智公園整備計画、

上越市通年観光計画（案）について、市担当課から説明を受ける 

 

② 地域ぐるみの防災活動の推進について 

内容 
直江津区は津波や水害等のリスクが高い地域であることから、地域防災力の維

持・向上のために実効性のある自主防災組織の再構築に向けて協議・検討するもの 

第４期の審議状況 
・令和 6 年能登半島地震の振り返りを行い、地域防災活動に関して委員間で情報

共有 

 

 


